
 
 
 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

案要綱（育児休業給付におけるみなし被保険

者期間の計算方法の特例） 

資料 No.2-1 





雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
開
始
し
た
日
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
理
由
及
び
当
該
理
由
に
応
じ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
理
由
及
び
当
該
理
由
の
区

分
に
応
じ
て
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
開
始
す
る
日
前
に

（一）
当
該
子
を
出
生
し
た
こ
と

当
該
子
を
出
生
し
た
日
の
翌
日

育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
開
始
す
る
日
前
に

（二）
当
該
休
業
に
先
行
す
る
母
性
保
護
の
た
め
の
休
業
を
し
た
こ
と

当
該
先
行
す
る
休
業
を
開
始
し
た
日

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



二

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て

い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


